
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

勤

務

評

定

報

告

書

の

様

式

の

廃

止

〃

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

岡

山

県

環

境

影

響

評

価

等

に

関

す

る

条

例

施

行

環

境

企

画

課

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

岡

山

県

環

境

影

響

評

価

等

に

関

す

る

条

例

施

行

〃

規

則

に

基

づ

き

知

事

が

定

め

る

基

準

（

県

例

規

集

登

載

）

【

教

育

委

員

会

】

○

岡

山

県

県

費

負

担

教

職

員

人

事

評

価

規

則

教

育

委

員

会

○

岡

山

県

県

費

負

担

教

職

員

の

標

準

職

務

遂

行

能

〃

力

を

定

め

る

規

則

○

岡

山

県

立

学

校

の

校

長

、

教

員

等

人

事

評

価

規

〃

程

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

事

務

関

係

職

員

人

事

評

価

〃

規

程

の

一

部

改

正

○

岡

山

県

立

学

校

の

校

長

、

教

員

等

の

標

準

職

務

〃

遂

行

能

力

を

定

め

る

規

程

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

事

務

関

係

職

員

の

標

準

職

〃

務

遂

行

能

力

を

定

め

る

規

程

○

勤

務

評

定

書

の

様

式

の

廃

止

〃

岡

山

県

公

報

平成２８年３月３１日 号 外



◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
六
号

岡
山
県
環
境
影
響
評
価
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
環
境
影
響
評
価
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
環
境
影
響
評
価
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
準
備
書
に
係
る
周
知
計
画
書
に
記
載
す
る
事
項
）

準
備
書
に
係
る
周
知
計
画
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条

一

事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
）

二

対
象
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
規
模

三

対
象
事
業
実
施
区
域

四

準
備
書
周
知
計
画
地
域
の
範
囲

五

条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
方
法
及
び
公
告
す
る
事
項

六

条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
縦
覧
の
場
所
、
期
間
及
び
時
間

七

説
明
会
の
開
催
の
日
時
及
び
場
所

、

。

２

第
五
条
第
二
項
の
規
定
は

前
項
第
四
号
の
準
備
書
周
知
計
画
地
域
の
範
囲
に
つ
い
て
準
用
す
る

第
二
十
八
条
第
三
項
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
削
る
。

第
三
十
六
条
第
三
項
中
「
を
変
更
」
を
「
を
変
更
し
よ
う
と
」
に

「
変
更
を

」
を
「
変
更
を
し

、

」

よ
う
と

」
に
改
め
る
。

」

別
表
五
の
項
イ
中
「
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
号
の

電
気
事
業
者
（
以
下
「
電
気
事
業
者
」
と
い
う

）
又
は
同
項
第
十
一
号
の
卸
供
給
を
行
う
事
業
を
営

。

、

（

「

」

。
）

。

み

若
し
く
は
営
も
う
と
す
る
者

以
下

卸
供
給
事
業
者

と
い
う

が
設
置
す
る
も
の
に
限
る

た
だ
し

」
を
削
り

「
電
気
事
業
者
又
は
卸
供
給
事
業
者
」
を
「
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法

、

、

律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
五
号
の
発
電
事
業
者
（
以
下
「
発
電
事
業
者
」
と
い
う

」
。
）

に
改
め
、
同
項
ロ
中
「
電
気
事
業
者
又
は
卸
供
給
事
業
者
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
た
だ
し

」
を

、

削
り

「
電
気
事
業
者
又
は
卸
供
給
事
業
者
で
」
を
「
発
電
事
業
者
で
」
に
改
め
、
同
項
ハ
及
び
ニ
を

、
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次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ハ

出
力
が
七
万
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
火
力
発
電
所
（
地

熱
を
利
用
す
る
も
の
を
除
く

）
の
設
置
の
工
事
の
事
業
（
知
事

。

が
別
に
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
環
境
影
響
評
価
を
行
う
必
要
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く

）
。

ニ

出
力
が
七
万
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
発
電
設
備
の
新
設

を
伴
う
火
力
発
電
所
（
地
熱
を
利
用
す
る
も
の
を
除
く

）
の
変

。

更
の
工
事
の
事
業
（
知
事
が
別
に
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
環
境

影
響
評
価
を
行
う
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く

）
。

別
表
五
の
項
ホ
及
び
ヘ
中
「

電
気
事
業
者
又
は
卸
供
給
事
業
者
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る

」
を

（

。
）

削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県
環
境
影
響
評
価
等
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う

）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と

。

な
る
事
業
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
そ
の
工
事
に
着
手

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
十
一
号

岡
山
県
環
境
影
響
評
価
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
基
準
を
次
の
と
お
り

定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
環
境
影
響
評
価
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
基
準

（
環
境
影
響
評
価
の
実
施
を
要
し
な
い
事
業
）

１

出
力
が
七
万
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
火
力
発
電
所
（
地
熱
を
利
用
す
る
も
の
を
除
く

）
。

の
設
置
の
工
事
の
事
業
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
は
、
岡
山
県
環
境
影

響
評
価
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と

い
う

）
別
表
五
の
項
ハ
に
規
定
す
る
環
境
影
響
評
価
を
行
う
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
事
業
と

。

す
る
。

一

当
該
事
業
（
同
一
の
工
場
又
は
事
業
場
に
お
い
て
当
該
事
業
と
併
せ
て
行
う
既
存
の
火
力
発
電

所
又
は
ば
い
煙
発
生
施
設
（
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
ば
い
煙
発
生
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
の
廃
止
等
の
事
業
を
含
む
。
次
号

。

に
お
い
て
同
じ

）
の
実
施
に
よ
り
当
該
工
場
又
は
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
ガ
ス
（
専
ら

。

水
分
の
乾
燥
用
そ
の
他
の
用
途
で
そ
の
用
途
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
大
気
汚
染
に
係
る
物
質
が
増

大
し
な
い
も
の
に
供
さ
れ
た
空
気
を
除
く
。
以
下
同
じ

）
の
量
が
減
少
し
、
か
つ
、
当
該
事
業

。

に
お
い
て
設
置
す
る
火
力
発
電
所
の
発
電
設
備
が
復
水
器
の
冷
却
水
と
し
て
海
水
を
使
用
し
な
い

も
の
で
あ
る
事
業

二

当
該
事
業
の
実
施
に
よ
る
、
当
該
工
場
又
は
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
ガ
ス
の
増
加
が
、

温
度
が
零
度
で
圧
力
が
一
気
圧
の
状
態
に
換
算
し
て
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
時
未
満
で
あ
り
、
か

つ
、
当
該
事
業
に
お
い
て
設
置
す
る
火
力
発
電
所
の
発
電
設
備
が
復
水
器
の
冷
却
水
と
し
て
海
水

を
使
用
し
な
い
も
の
で
あ
る
事
業

２

出
力
が
七
万
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
発
電
設
備
の
新
設
を
伴
う
火
力
発
電
所
（
地
熱
を
利

用
す
る
も
の
を
除
く

）
の
変
更
の
工
事
の
事
業
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

。

も
の
は
、
規
則
別
表
五
の
項
ニ
に
規
定
す
る
環
境
影
響
評
価
を
行
う
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
事

業
と
す
る
。

一

当
該
事
業
（
同
一
の
工
場
又
は
事
業
場
に
お
い
て
当
該
事
業
と
併
せ
て
行
う
既
存
の
火
力
発
電

所
又
は
ば
い
煙
発
生
施
設
の
廃
止
等
の
事
業
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ

）
の
実
施
に
よ
り

。
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当
該
工
場
又
は
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
ガ
ス
の
量
が
減
少
し
、
か
つ
、
当
該
事
業
に
お
い

て
新
設
す
る
発
電
設
備
が
復
水
器
の
冷
却
水
と
し
て
海
水
を
使
用
し
な
い
も
の
で
あ
る
事
業

二

当
該
事
業
の
実
施
に
よ
る
、
当
該
工
場
又
は
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
ガ
ス
の
増
加
が
、

温
度
が
零
度
で
圧
力
が
一
気
圧
の
状
態
に
換
算
し
て
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
時
未
満
で
あ
り
、
か

つ
、
当
該
事
業
に
お
い
て
新
設
す
る
発
電
設
備
が
復
水
器
の
冷
却
水
と
し
て
海
水
を
使
用
し
な
い

も
の
で
あ
る
事
業

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

岡
山
県
県
費
負
担
教
職
員
人
事
評
価
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
県
費
負
担
教
職
員
人
事
評
価
規
則

（
目
的
）こ

の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第

第
一
条

百
六
十
二
号
）
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
人
事
評
価
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
六
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
人
事
評
価
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
を
実
施
し
、

。

こ
れ
ら
を
給
与
の
決
定
等
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
職
員
の
資
質
及
び
能
力
の
向
上
並
び
に

学
校
組
織
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
評
価
対
象
者
）

人
事
評
価
は
、
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）

第
二
条

第
一
条
及
び
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
十
八

条
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
指
導
主
事
を
除
く
。
以
下
「
県
費
負
担
教
職
員
」
と
い
う

）
に
つ

。

い
て
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
任
用
を
さ

れ
た
県
費
負
担
教
職
員
で
あ
っ
て
人
事
評
価
の
結
果
を
給
与
等
へ
反
映
す
る
余
地
が
な
い
も
の
そ
の

他
別
に
定
め
る
県
費
負
担
教
職
員
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
評
価
対
象
期
間
）

人
事
評
価
は
、
毎
年
度
一
回
行
う
も
の
と
し
、
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

第
三
条

期
間
を
対
象
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
職
等
の
事
由
に
よ
り
、
人
事
評
価
の
対
象
と
な
る
期
間
の
四
月

一
日
か
ら
翌
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
三
月
以
上
の
期
間
を
勤
務
し
て
い
な
い
県
費

負
担
教
職
員
に
つ
い
て
は
、
人
事
評
価
の
対
象
と
し
な
い
。

（
評
価
方
法
）

人
事
評
価
は
、
次
条
に
規
定
す
る
実
績
評
価
及
び
第
八
条
に
規
定
す
る
能
力
評
価
に
よ
り
行

第
四
条

う
も
の
と
す
る
。

２

人
事
評
価
は
、
自
己
評
価
及
び
別
に
定
め
る
評
価
者
（
以
下
「
評
価
者
」
と
い
う

）
に
よ
る
評

。

価
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
実
績
評
価
）
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実
績
評
価
は
、
評
価
対
象
と
な
る
県
費
負
担
教
職
員
の
、
そ
の
年
度
の
職
務
上
の
目
標
に
対

第
五
条

す
る
達
成
状
況
等
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
目
標
等
の
設
定
手
順
）

県
費
負
担
教
職
員
は
、
学
校
経
営
目
標
を
踏
ま
え
、
前
条
の
目
標
を
定
め
、
評
価
者
に
提
出

第
六
条

す
る
も
の
と
す
る
。

２

評
価
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
同
項
の
目
標
の
内
容
に
つ
い
て
確
認

し
、
当
該
県
費
負
担
教
職
員
と
面
談
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
目
標
の
修
正
を
指
示
す
る
も
の

と
す
る
。

（
実
績
評
価
の
手
順
）

県
費
負
担
教
職
員
は
、
二
月
一
日
を
基
準
日
と
し
て
、
自
己
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
評

第
七
条

価
者
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
受
け
た
評
価
者
は
、
実
績
評
価
に
係
る
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に

つ
い
て
、
当
該
県
費
負
担
教
職
員
と
面
談
を
行
い
、
評
価
の
結
果
を
書
面
に
よ
り
当
該
県
費
負
担
教

職
員
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
能
力
評
価
）

能
力
評
価
は
、
評
価
対
象
と
な
る
県
費
負
担
教
職
員
が
、
職
務
を
遂
行
し
て
い
く
上
で
発
揮

第
八
条

し
た
能
力
、
当
該
県
費
負
担
教
職
員
の
職
務
へ
の
取
組
姿
勢
等
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
能
力
評
価
の
手
順
）

評
価
者
は
、
二
月
一
日
を
基
準
日
と
し
て
、
能
力
評
価
に
係
る
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に

第
九
条

つ
い
て
、
当
該
県
費
負
担
教
職
員
と
面
談
を
行
い
、
評
価
の
結
果
を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
も
の
と

す
る
。

（
そ
の
他
）

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
人
事
評
価
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
十
条

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
岡
山
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
）

２

岡
山
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
岡
山
県
教
育

委
員
会
規
則
第
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号

岡
山
県
県
費
負
担
教
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
県
費
負
担
教
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
則

（
趣
旨
）こ

の
規
則
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
十
五
条
の
二

第
一
条

の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
一

条
及
び
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
八
条
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
指
導
主
事
を
除
く
。
以
下
「
県

費
負
担
教
職
員
」
と
い
う

）
の
標
準
的
な
職
（
地
方
公
務
員
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
五
号
の

。

標
準
的
な
職
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
（
同
号
に
規
定
す
る
標
準
職
務
遂

。

行
能
力
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

。

（
標
準
的
な
職
）

県
費
負
担
教
職
員
の
標
準
的
な
職
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
務
の
種
類
及
び
同
表

第
二
条

の
中
欄
に
掲
げ
る
等
級
に
任
用
さ
れ
た
県
費
負
担
教
職
員
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
職
と
す
る
。

（
標
準
職
務
遂
行
能
力
）

次
の
各
号
に
掲
げ
る
標
準
的
な
職
の
職
務
を
遂
行
す
る
上
で
発
揮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

第
三
条

標
準
職
務
遂
行
能
力
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

別
表
第
一
の
一
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
標
準
的
な
職

別
表
第
二
の
一

二

別
表
第
一
の
二
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
標
準
的
な
職

別
表
第
二
の
二

三

別
表
第
一
の
三
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
標
準
的
な
職

別
表
第
二
の
三

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一

職
務
の
種
類

職
制
上
の
段
階
（
等
級
）

標
準
的
な
職

一

小
学
校

四
級

校
長
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・
中
学
校

教
育
職
員

三
級

副
校
長
又
は
教
頭

給
料
表
の

適
用
を
受

特
二
級

主
幹
教
諭
又
は
指
導
教
諭

け
る
職
員

の
職
務

二
級

教
諭

一
級

講
師

二

行
政
職

六
級

事
務
参
事

給
料
表
の

適
用
を
受

五
級

事
務
副
参
事

け
る
職
員

の
職
務

四
級

事
務
主
幹

三
級

事
務
主
任

二
級

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を

行
う
事
務
主
事

一
級

事
務
主
事

三

医
療
職

六
級

学
校
栄
養
参
事

給
料
表
（二）

の
適
用
を

五
級

学
校
栄
養
主
幹

受
け
る
職

員
の
職
務

四
級

困
難
な
業
務
を
行
う
学
校
栄
養
主
任

三
級

学
校
栄
養
主
任
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二
級

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を

行
う
学
校
栄
養
技
師

一
級

学
校
栄
養
技
師

（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二
の
一

標
準
的
な
職

標
準
職
務
遂
行
能
力

一

校
長

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
高
い
倫
理
感
を
有
し
、
学
校

の
重
要
課
題
に
責
任
を
持
っ
て
取
り
組
む
と
と
も
に
、

服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

構
想

校
務
を
取
り
巻
く
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
先
々
を
見

通
し
つ
つ
、
県
民
の
視
点
に
立
っ
て
、
学
校
の
重
要
課

題
に
つ
い
て
、
基
本
的
な
方
向
性
を
示
す
こ
と
が
で
き

る
。

判
断

学
校
の
重
要
課
題
に
つ
い
て
、
豊
富
な
知
識
・
経
験
及

び
情
報
に
基
づ
き
、
冷
静
か
つ
迅
速
な
判
断
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

説
明
・
調
整

校
務
に
つ
い
て
適
切
な
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、
組
織

方
針
の
実
現
に
向
け
、
困
難
な
調
整
を
行
い
、
合
意
を

形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

校
務
運
営

県
民
の
視
点
に
立
ち
、
不
断
の
校
務
見
直
し
に
率
先
し

て
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。
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組
織
統
率
・
人
材

指
導
力
を
発
揮
し
、
適
切
に
校
務
を
配
分
し
た
上
、
進

育
成

捗
管
理
及
び
的
確
な
指
示
を
行
い
、
成
果
を
挙
げ
る
と

、

。

と
も
に

部
下
の
指
導
・
育
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

二

副
校
長

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
高
い
倫
理
感
を
有
し
、
学
校

又
は
教
頭

の
課
題
に
責
任
を
持
っ
て
取
り
組
む
と
と
も
に
、
服
務

規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

構
想

校
務
を
取
り
巻
く
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
県
民
の
視

点
に
立
っ
て
、
学
校
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の
方
針

を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

判
断

学
校
の
課
題
に
つ
い
て
、
豊
富
な
知
識
・
経
験
及
び
情

報
に
基
づ
き
、
適
切
な
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

説
明
・
調
整

校
務
に
つ
い
て
適
切
な
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、
組
織

方
針
の
実
現
に
向
け
、
関
係
者
と
調
整
を
行
い
、
合
意

を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

校
務
運
営

コ
ス
ト
意
識
を
持
っ
て
効
率
的
に
校
務
を
進
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

組
織
統
率
・
人
材

校
務
の
進
捗
管
理
及
び
的
確
な
指
示
を
行
い
、
成
果
を

育
成

挙
げ
る
と
と
も
に
、
部
下
の
指
導
・
育
成
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

三

主
幹
教

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
責
任
を
持
っ
て
積
極
的
に
課

諭
又
は
指

題
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公

導
教
諭

正
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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企
画
・
立
案
、
教

組
織
や
上
司
の
方
針
に
基
づ
い
て
、
教
育
計
画
の
企
画

育
指
導
の
実
施

・
立
案
や
教
育
指
導
の
中
核
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
。

判
断

自
ら
処
理
す
べ
き
事
案
に
つ
い
て
、
適
切
な
判
断
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

説
明
・
調
整

担
当
す
る
事
案
に
つ
い
て
論
理
的
な
説
明
を
行
う
と
と

も
に
、
関
係
者
と
粘
り
強
く
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

校
務
遂
行

段
取
り
や
手
順
を
整
え
、
効
率
的
に
校
務
を
進
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

四

教
諭

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
責
任
を
持
っ
て
校
務
に
取
り

組
む
と
と
も
に
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職
務

を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

課
題
対
応

教
育
指
導
に
必
要
な
専
門
的
知
識
・
技
術
を
習
得
し
、

問
題
点
を
的
確
に
把
握
し
、
課
題
に
対
応
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

協
調
性

上
司
・
同
僚
等
と
協
力
的
な
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

説
明
・
調
整

担
当
す
る
事
案
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
い
説
明
を
行
う

と
と
も
に
、
粘
り
強
く
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

校
務
遂
行

計
画
的
に
校
務
を
進
め
、
担
当
校
務
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行

い
、
確
実
に
校
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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五

講
師

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
責
任
を
持
っ
て
校
務
に
取
り

組
む
と
と
も
に
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職
務

を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

知
識
・
技
術

教
育
指
導
に
必
要
な
知
識
・
技
術
を
習
得
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

上
司
・
同
僚
等
と
円
滑
か
つ
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン

ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

校
務
遂
行

意
欲
的
に
校
務
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。

（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二
の
二

標
準
的
な
職

標
準
職
務
遂
行
能
力

一

事
務
参

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
高
い
倫
理
感
を
有
し
、
学
校

事

の
課
題
に
責
任
を
持
っ
て
取
り
組
む
と
と
も
に
、
服
務

規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

構
想

所
掌
事
務
を
取
り
巻
く
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
県
民

の
視
点
に
立
っ
て
、
学
校
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の

方
針
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

判
断

自
ら
処
理
す
べ
き
事
案
に
つ
い
て
、
適
切
な
判
断
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

説
明
・
調
整

所
掌
事
務
に
つ
い
て
適
切
な
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、
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組
織
方
針
の
実
現
に
向
け
、
関
係
者
と
調
整
を
行
い
、

合
意
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
運
営

コ
ス
ト
意
識
を
持
っ
て
効
率
的
に
業
務
を
進
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

組
織
統
率
・
人
材

学
校
事
務
の
共
同
実
施
組
織
等
に
お
い
て
、
進
捗
管
理

、

、

育
成

及
び
的
確
な
指
示
を
行
い

成
果
を
挙
げ
る
と
と
も
に

他
の
事
務
職
員
の
指
導
・
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

二

事
務
副

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
担
当
業
務
の
第
一
線
に
お
い

参
事

て
責
任
を
持
っ
て
課
題
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
服
務

規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

企
画
・
立
案
、
事

組
織
や
上
司
の
方
針
に
基
づ
い
て
、
施
策
の
企
画
・
立

務
事
業
の
実
施

案
や
事
務
事
業
の
実
施
の
実
務
の
中
核
を
担
う
こ
と
が

で
き
る
。

判
断

自
ら
処
理
す
べ
き
事
案
に
つ
い
て
、
適
切
な
判
断
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

説
明
・
調
整

担
当
す
る
事
案
に
つ
い
て
論
理
的
な
説
明
を
行
う
と
と

も
に
、
関
係
者
と
粘
り
強
く
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

業
務
遂
行

段
取
り
や
手
順
を
整
え
、
効
率
的
に
業
務
を
進
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
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三

事
務
主

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
責
任
を
持
っ
て
積
極
的
に
課

幹

題
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公

正
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

企
画
・
立
案
、
事

組
織
や
上
司
の
方
針
に
基
づ
い
て
、
施
策
の
企
画
・
立

務
事
業
の
実
施

案
や
事
務
事
業
の
実
施
の
実
務
の
中
核
を
担
う
こ
と
が

で
き
る
。

判
断

自
ら
処
理
す
べ
き
事
案
に
つ
い
て
、
適
切
な
判
断
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

説
明
・
調
整

担
当
す
る
事
案
に
つ
い
て
論
理
的
な
説
明
を
行
う
と
と

も
に
、
関
係
者
と
粘
り
強
く
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

業
務
遂
行

段
取
り
や
手
順
を
整
え
、
効
率
的
に
業
務
を
進
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

四

事
務
主

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
責
任
を
持
っ
て
業
務
に
取
り

任

組
む
と
と
も
に
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職
務

を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

課
題
対
応

担
当
業
務
に
必
要
な
専
門
的
知
識
・
技
術
を
習
得
し
、

問
題
点
を
的
確
に
把
握
し
、
課
題
に
対
応
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

協
調
性

上
司
・
同
僚
等
と
協
力
的
な
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

説
明
・
調
整

担
当
す
る
事
案
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
い
説
明
を
行
う
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と
と
も
に
、
粘
り
強
く
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
遂
行

計
画
的
に
業
務
を
進
め
、
担
当
業
務
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行

い
、
確
実
に
業
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五

高
度
の

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
責
任
を
持
っ
て
業
務
に
取
り

知
識
又
は

組
む
と
と
も
に
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職
務

経
験
を
必

を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

要
と
す
る

業
務
を
行

知
識
・
技
術

業
務
に
必
要
と
な
る
高
度
な
知
識
・
技
術
を
習
得
す
る

う
事
務
主

こ
と
が
で
き
る
。

事

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

上
司
・
同
僚
等
と
円
滑
か
つ
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン

ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
遂
行

経
験
を
生
か
し
つ
つ
、
意
欲
的
に
業
務
に
取
り
組
む
こ

と
が
で
き
る
。

六

事
務
主

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
責
任
を
持
っ
て
業
務
に
取
り

事

組
む
と
と
も
に
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職
務

を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

知
識
・
技
術

業
務
に
必
要
な
知
識
・
技
術
を
習
得
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

上
司
・
同
僚
等
と
円
滑
か
つ
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン

ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
遂
行

意
欲
的
に
業
務
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。
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（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二
の
三

標
準
的
な
職

標
準
職
務
遂
行
能
力

一

学
校
栄

倫
理

学
校
給
食
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と
し
て
の
責

養
参
事

任
を
自
覚
し
つ
つ
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
高
い
倫

理
感
を
有
し
、
担
当
業
務
の
課
題
に
責
任
を
持
っ
て
取

り
組
む
と
と
も
に
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職

務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

構
想

所
掌
事
務
を
取
り
巻
く
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
県
民

の
視
点
に
立
っ
て
、
学
校
給
食
に
関
す
る
課
題
に
対
応

す
る
た
め
の
方
針
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

判
断

自
ら
処
理
す
べ
き
事
案
に
つ
い
て
、
適
切
な
判
断
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

説
明
・
調
整

所
掌
事
務
に
つ
い
て
適
切
な
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、

組
織
方
針
の
実
現
に
向
け
、
関
係
者
と
調
整
を
行
い
、

合
意
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
運
営

コ
ス
ト
意
識
を
持
っ
て
効
率
的
に
業
務
を
進
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

二

学
校
栄

倫
理

学
校
給
食
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と
し
て
の
責

養
主
幹

任
を
自
覚
し
つ
つ
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
担
当
業

務
の
第
一
線
に
お
い
て
責
任
を
持
っ
て
課
題
に
取
り
組

む
と
と
も
に
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職
務
を

遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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企
画
・
立
案
、
事

組
織
や
上
司
の
方
針
に
基
づ
い
て
、
学
校
給
食
に
関
す

務
事
業
の
実
施

る
業
務
の
企
画
・
立
案
や
事
務
事
業
の
実
施
の
実
務
の

中
核
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
。

判
断

自
ら
処
理
す
べ
き
事
案
に
つ
い
て
、
適
切
な
判
断
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

説
明
・
調
整

担
当
す
る
事
案
に
つ
い
て
論
理
的
な
説
明
を
行
う
と
と

も
に
、
関
係
者
と
粘
り
強
く
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

業
務
遂
行

段
取
り
や
手
順
を
整
え
、
効
率
的
に
業
務
を
進
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

三

困
難
な

倫
理

学
校
給
食
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と
し
て
の
責

業
務
を
行

任
を
自
覚
し
つ
つ
業
務
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
全
体

う
学
校
栄

の
奉
仕
者
と
し
て
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職

養
主
任

務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

課
題
対
応

学
校
給
食
に
関
す
る
業
務
に
必
要
な
専
門
的
知
識
・
技

術
を
習
得
し
、
問
題
点
を
的
確
に
把
握
し
、
困
難
な
課

題
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

協
調
性

上
司
・
同
僚
等
と
協
力
的
な
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

説
明
・
調
整

担
当
す
る
困
難
な
事
案
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
い
説
明

を
行
う
と
と
も
に

粘
り
強
く
調
整
を
行
う
こ
と
が
で

、

き
る
。
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業
務
遂
行

計
画
的
に
業
務
を
進
め
、
担
当
業
務
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行

、

。

い

確
実
に
困
難
な
業
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

四

学
校
栄

倫
理

学
校
給
食
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と
し
て
の
責

養
主
任

任
を
自
覚
し
つ
つ
業
務
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
全
体

の
奉
仕
者
と
し
て
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職

務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

課
題
対
応

学
校
給
食
に
関
す
る
業
務
に
必
要
な
専
門
的
知
識
・
技

術
を
習
得
し
、
問
題
点
を
的
確
に
把
握
し
、
課
題
に
対

応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

協
調
性

上
司
・
同
僚
等
と
協
力
的
な
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

説
明
・
調
整

担
当
す
る
事
案
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
い
説
明
を
行
う

と
と
も
に

粘
り
強
く
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

、

業
務
遂
行

計
画
的
に
業
務
を
進
め
、
担
当
業
務
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行

い
、
確
実
に
業
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五

高
度
の

倫
理

学
校
給
食
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と
し
て
の
責

知
識
又
は

任
を
自
覚
し
つ
つ
業
務
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
全
体

経
験
を
必

の
奉
仕
者
と
し
て
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職

要
と
す
る

務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
を
行

う
学
校
栄

知
識
・
技
術

学
校
給
食
に
関
す
る
業
務
に
必
要
と
な
る
高
度
な
知
識

養
技
師

・
技
術
を
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

上
司
・
同
僚
等
と
円
滑
か
つ
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
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ョ
ン

ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
遂
行

経
験
を
生
か
し
つ
つ
、
意
欲
的
に
業
務
に
取
り
組
む
こ

と
が
で
き
る
。

六

学
校
栄

倫
理

学
校
給
食
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と
し
て
の
責

養
技
師

任
を
自
覚
し
つ
つ
業
務
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
全
体

の
奉
仕
者
と
し
て
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職

務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

知
識
・
技
術

学
校
給
食
に
関
す
る
業
務
に
必
要
な
知
識
・
技
術
を
習

得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

上
司
・
同
僚
等
と
円
滑
か
つ
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン

ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
遂
行

意
欲
的
に
業
務
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
五
号

県

立

学

校

岡
山
県
立
学
校
の
校
長
、
教
員
等
人
事
評
価
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
立
学
校
の
校
長
、
教
員
等
人
事
評
価
規
程

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
三
条
の

二
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
人
事
評
価
（
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

人
事
評
価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
実
施
し
、
こ
れ
ら
を
給
与
の
決
定
等
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
教
職
員
の
資
質
及
び
能
力
の
向
上
並
び
に
学
校
組
織
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
評
価
対
象
者
）

第
二
条

人
事
評
価
は
、
岡
山
県
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
十
八
号
）
第
二
条

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
教
育
職
給
料
表

又
は
教
育
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
校
長
、
教

（一）

（二）

員
等
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）

第
十
八
条
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
指
導
主
事
を
除
く
。
以
下
「
教
員
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
任
用
を
さ
れ

た
教
員
等
で
あ
っ
て
人
事
評
価
の
結
果
を
給
与
等
へ
反
映
す
る
余
地
が
な
い
も
の
そ
の
他
別
に
定
め

る
教
員
等
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
評
価
対
象
期
間
）

第
三
条

人
事
評
価
は
、
毎
年
度
一
回
行
う
も
の
と
し
、
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

期
間
を
対
象
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
職
等
の
事
由
に
よ
り
、
人
事
評
価
の
対
象
と
な
る
期
間
の
四
月

一
日
か
ら
翌
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
三
月
以
上
の
期
間
を
勤
務
し
て
い
な
い
教
員

等
に
つ
い
て
は
、
人
事
評
価
の
対
象
と
し
な
い
。

（
評
価
方
法
）

第
四
条

人
事
評
価
は
、
次
条
に
規
定
す
る
実
績
評
価
及
び
第
八
条
に
規
定
す
る
能
力
評
価
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

２

人
事
評
価
は
、
自
己
評
価
及
び
別
に
定
め
る
評
価
者
（
以
下
「
評
価
者
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
評

価
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
実
績
評
価
）

第
五
条

実
績
評
価
は
、
評
価
対
象
と
な
る
教
員
等
の
、
そ
の
年
度
の
職
務
上
の
目
標
に
対
す
る
達
成

状
況
等
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
目
標
等
の
設
定
手
順
）

第
六
条

教
員
等
は
、
学
校
経
営
目
標
を
踏
ま
え
、
前
条
の
目
標
を
定
め
、
評
価
者
に
提
出
す
る
も
の

と
す
る
。

２

評
価
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
同
項
の
目
標
の
内
容
に
つ
い
て
確
認

し
、
当
該
教
員
等
と
面
談
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
目
標
の
修
正
を
指
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
実
績
評
価
の
手
順
）

第
七
条

教
員
等
は
、
二
月
一
日
を
基
準
日
と
し
て
、
自
己
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
評
価
者
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
受
け
た
評
価
者
は
、
実
績
評
価
に
係
る
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に

つ
い
て
、
当
該
教
員
等
と
面
談
を
行
い
、
評
価
の
結
果
を
書
面
に
よ
り
当
該
教
員
等
に
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。

（
能
力
評
価
）

第
八
条

能
力
評
価
は
、
評
価
対
象
と
な
る
教
員
等
が
、
職
務
を
遂
行
し
て
い
く
上
で
発
揮
し
た
能
力
、

当
該
教
員
等
の
職
務
へ
の
取
組
姿
勢
等
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
能
力
評
価
の
手
順
）

第
九
条

評
価
者
は
、
二
月
一
日
を
基
準
日
と
し
て
、
能
力
評
価
に
係
る
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に

つ
い
て
、
当
該
教
員
等
と
面
談
を
行
い
、
評
価
の
結
果
を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
）

第
十
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
人
事
評
価
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
岡
山
県
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
）

２

岡
山
県
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
三
年
岡
山
県
教
育
委
員
会

訓
令
第
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号

庁

中

一

般

教

育

事

務

所

教

育

機

関

県

立

学

校

岡
山
県
教
育
委
員
会
事
務
関
係
職
員
人
事
評
価
規
程
（
平
成
二
十
四
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

第
一
条
中
「
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
実
績
及
び
能
力
を
把
握
し
」
を
「
第
二

十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
人
事
評
価
（
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規

定
す
る
人
事
評
価
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
を
実
施
し
」
に
改
め
る
。

。

第
二
条
中
「

職
員
が
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
挙
げ
た
実
績
及
び
発
揮
し
た
能
力
を
把
握

（

し
た
上
で
行
わ
れ
る
勤
務
成
績
の
評
価
を
い
う
。
以
下
同
じ

」
を
削
り
、
同
条
た
だ
し
書
を
次
の

。
）

よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（

）

一

岡
山
県
県
費
負
担
教
職
員
人
事
評
価
規
則

平
成
二
十
八
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

の
適
用
を
受
け
る
職
員

二

岡
山
県
立
学
校
の
校
長
、
教
員
等
人
事
評
価
規
程
（
平
成
二
十
八
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令

第
五
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

三

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
任
用
を
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ
て
、

人
事
評
価
の
結
果
を
給
与
等
へ
反
映
す
る
余
地
が
な
い
も
の

四

そ
の
他
別
に
定
め
る
職
員

第
五
条
第
一
項
中
「
職
務
の
級
」
を
「
等
級
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
七
号

県

立

学

校

岡
山
県
立
学
校
の
校
長
、
教
員
等
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
立
学
校
の
校
長
、
教
員
等
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
程

（
趣
旨
）こ

の
規
程
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
十
五
条
の
二

第
一
条

の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
県
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
十
八
号
）
第
二
条
第
一

項
第
三
号
に
規
定
す
る
教
育
職
給
料
表

又
は
教
育
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
校
長
、
教
員
等

（一）

（二）

（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十

八
条
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
指
導
主
事
を
除
く
。
以
下
「
教
員
等
」
と
い
う

）
の
標
準
的
な

。

職
（
地
方
公
務
員
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
五
号
の
標
準
的
な
職
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
及
び

。

標
準
職
務
遂
行
能
力
（
同
号
に
規
定
す
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
を
定
め
る

。

も
の
と
す
る
。

（
標
準
的
な
職
）

教
員
等
の
標
準
的
な
職
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
等
級
に
任
用
さ
れ
た
教
員
等
の
属

第
二
条

す
る
職
制
上
の
段
階
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
職
と
す
る
。

（
標
準
職
務
遂
行
能
力
）

別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
標
準
的
な
職
の
職
務
を
遂
行
す
る
上
で
発
揮
す
る
こ
と
が
求
め

第
三
条

ら
れ
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一

職
制
上
の
段
階
（
等
級
）

標
準
的
な
職

四
級

校
長

三
級

副
校
長
又
は
教
頭
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特
二
級

主
幹
教
諭
又
は
指
導
教
諭

二
級

教
諭

一
級

講
師

（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二

標
準
的
な
職

標
準
職
務
遂
行
能
力

一

校
長

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
高
い
倫
理
感
を
有
し
、
学
校

の
重
要
課
題
に
責
任
を
持
っ
て
取
り
組
む
と
と
も
に
、

服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

構
想

校
務
を
取
り
巻
く
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
先
々
を
見

通
し
つ
つ
、
県
民
の
視
点
に
立
っ
て
、
学
校
の
重
要
課

題
に
つ
い
て
、
基
本
的
な
方
向
性
を
示
す
こ
と
が
で
き

る
。

判
断

学
校
の
重
要
課
題
に
つ
い
て
、
豊
富
な
知
識
・
経
験
及

び
情
報
に
基
づ
き
、
冷
静
か
つ
迅
速
な
判
断
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

説
明
・
調
整

校
務
に
つ
い
て
適
切
な
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、
組
織

方
針
の
実
現
に
向
け
、
困
難
な
調
整
を
行
い
、
合
意
を

形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

校
務
運
営

県
民
の
視
点
に
立
ち
、
不
断
の
校
務
見
直
し
に
率
先
し
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て
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。

組
織
統
率
・
人
材

指
導
力
を
発
揮
し
、
適
切
に
校
務
を
配
分
し
た
上
、
進

育
成

捗
管
理
及
び
的
確
な
指
示
を
行
い
、
成
果
を
挙
げ
る
と

、

。

と
も
に

部
下
の
指
導
・
育
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

二

副
校
長

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
高
い
倫
理
感
を
有
し
、
学
校

又
は
教
頭

の
課
題
に
責
任
を
持
っ
て
取
り
組
む
と
と
も
に
、
服
務

規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

構
想

校
務
を
取
り
巻
く
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
県
民
の
視

点
に
立
っ
て
、
学
校
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の
方
針

を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

判
断

学
校
の
課
題
に
つ
い
て
、
豊
富
な
知
識
・
経
験
及
び
情

報
に
基
づ
き
、
適
切
な
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

説
明
・
調
整

校
務
に
つ
い
て
適
切
な
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、
組
織

方
針
の
実
現
に
向
け
、
関
係
者
と
調
整
を
行
い
、
合
意

を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

校
務
運
営

コ
ス
ト
意
識
を
持
っ
て
効
率
的
に
校
務
を
進
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

組
織
統
率
・
人
材

校
務
の
進
捗
管
理
及
び
的
確
な
指
示
を
行
い
、
成
果
を

育
成

挙
げ
る
と
と
も
に
、
部
下
の
指
導
・
育
成
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

三

主
幹
教

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
責
任
を
持
っ
て
積
極
的
に
課
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諭
又
は
指

題
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公

導
教
諭

正
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

企
画
・
立
案
、
教

組
織
や
上
司
の
方
針
に
基
づ
い
て
、
教
育
計
画
の
企
画

育
指
導
の
実
施

・
立
案
や
教
育
指
導
の
中
核
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
。

判
断

自
ら
処
理
す
べ
き
事
案
に
つ
い
て
、
適
切
な
判
断
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

説
明
・
調
整

担
当
す
る
事
案
に
つ
い
て
論
理
的
な
説
明
を
行
う
と
と

も
に
、
関
係
者
と
粘
り
強
く
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

校
務
遂
行

段
取
り
や
手
順
を
整
え
、
効
率
的
に
校
務
を
進
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

四

教
諭

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
責
任
を
持
っ
て
校
務
に
取
り

組
む
と
と
も
に
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職
務

を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

課
題
対
応

教
育
指
導
に
必
要
な
専
門
的
知
識
・
技
術
を
習
得
し
、

問
題
点
を
的
確
に
把
握
し
、
課
題
に
対
応
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

協
調
性

上
司
・
同
僚
等
と
協
力
的
な
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

説
明
・
調
整

担
当
す
る
事
案
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
い
説
明
を
行
う

と
と
も
に
、
粘
り
強
く
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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校
務
遂
行

計
画
的
に
校
務
を
進
め
、
担
当
校
務
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行

い
、
確
実
に
校
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五

講
師

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
責
任
を
持
っ
て
校
務
に
取
り

組
む
と
と
も
に
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職
務

を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

知
識
・
技
術

教
育
指
導
に
必
要
な
知
識
・
技
術
を
習
得
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

上
司
・
同
僚
等
と
円
滑
か
つ
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン

ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

校
務
遂
行

意
欲
的
に
校
務
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。

平成２８年３月３１日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
八
号

庁

中

一

般

教

育

事

務

所

教

育

機

関

県

立

学

校

岡
山
県
教
育
委
員
会
事
務
関
係
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
教
育
委
員
会
事
務
関
係
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
程

（
趣
旨
）こ

の
規
程
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
十
五
条
の
二

第
一
条

の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
職
に
属
す
る
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い

。
）

（

。

。
）

う

の
標
準
的
な
職

同
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
五
号
の
標
準
的
な
職
を
い
う

以
下
同
じ

及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
（
同
号
に
規
定
す
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
を
定

。

。

、

、

。

め
る
も
の
と
す
る

た
だ
し

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
に
つ
い
て
は

こ
の
限
り
で
な
い

（

）

一

岡
山
県
県
費
負
担
教
職
員
人
事
評
価
規
則

平
成
二
十
八
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

の
適
用
を
受
け
る
職
員

二

岡
山
県
立
学
校
の
校
長
、
教
員
等
人
事
評
価
規
程
（
平
成
二
十
八
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令

第
五
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

三

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
任
用
を
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ
て
、

人
事
評
価
の
結
果
を
給
与
等
へ
反
映
す
る
余
地
が
な
い
も
の

四

そ
の
他
別
に
定
め
る
職
員

（
標
準
的
な
職
）

職
員
の
標
準
的
な
職
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
務
の
種
類
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲

第
二
条

げ
る
等
級
に
任
用
さ
れ
た
職
員
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
職
と
す
る
。

（
標
準
職
務
遂
行
能
力
）

次
の
各
号
に
掲
げ
る
標
準
的
な
職
の
職
務
を
遂
行
す
る
上
で
発
揮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

第
三
条

標
準
職
務
遂
行
能
力
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
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一

別
表
第
一
の
一
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
標
準
的
な
職

別
表
第
二
の
一

二

別
表
第
一
の
二
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
標
準
的
な
職

別
表
第
二
の
二

三

別
表
第
一
の
三
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
標
準
的
な
職

別
表
第
二
の
三

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一

職
務
の
種
類

職
制
上
の
段
階
（
等
級
）

標
準
的
な
職

一

行
政
職

八
級

次
長

給
料
表
の

適
用
を
受

七
級

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
課
長

け
る
職
員

の
職
務

六
級

課
長

五
級

副
参
事

四
級

主
幹

三
級

主
任

二
級

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を

行
う
主
事

一
級

主
事

二

医
療
職

五
級

副
参
事
又
は
主
幹

給
料
表
（二）

の
適
用
を

四
級

困
難
な
業
務
を
行
う
主
任

受
け
る
職
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員
の
職
務

三
級

主
任

二
級

高
度
の
技
術
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を

行
う
技
師

一
級

技
師

三

医
療
職

五
級

副
参
事
又
は
主
幹

給
料
表
（三）

の
適
用
を

四
級

主
任

受
け
る
職

員
の
職
務

三
級

高
度
の
技
術
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を

行
う
技
師

二
級

技
術
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
技

師

一
級

技
師

（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二
の
一

標
準
的
な
職

標
準
職
務
遂
行
能
力

一

次
長

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
高
い
倫
理
感
を
有
し
、
教
育

委
員
会
内
の
重
要
課
題
に
責
任
を
持
っ
て
取
り
組
む
と

と
も
に
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職
務
を
遂
行

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

構
想

所
掌
事
務
を
取
り
巻
く
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
先
々

を
見
通
し
つ
つ
、
県
民
の
視
点
に
立
っ
て
、
教
育
委
員
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会
内
の
重
要
課
題
に
つ
い
て
、
教
育
長
を
助
け
、
基
本

的
な
方
向
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

判
断

教
育
委
員
会
内
の
重
要
課
題
に
つ
い
て
、
教
育
長
を
助

け
、
豊
富
な
知
識
・
経
験
及
び
情
報
に
基
づ
き
、
冷
静

か
つ
迅
速
な
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

説
明
・
調
整

所
掌
事
務
に
つ
い
て
適
切
な
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、

組
織
方
針
の
実
現
に
向
け
、
教
育
長
を
助
け
、
困
難
な

調
整
を
行
い
、
合
意
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
運
営

県
民
の
視
点
に
立
ち
、
不
断
の
業
務
見
直
し
に
率
先
し

て
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。

組
織
統
率

指
導
力
を
発
揮
し
、
部
下
の
志
気
を
高
め
、
組
織
を
牽け

ん

引
し
、
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

困
難
な

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
高
い
倫
理
感
を
有
し
、
困
難

業
務
を
所

な
業
務
に
責
任
を
持
っ
て
取
り
組
む
と
と
も
に
、
服
務

掌
す
る
課

規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で

長

き
る
。

構
想

所
掌
事
務
を
取
り
巻
く
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
先
々

を
見
通
し
つ
つ
、
県
民
の
視
点
に
立
っ
て
、
困
難
な
業

務
に
対
応
す
る
た
め
の
方
針
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

判
断

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
課
の
責
任
者
と
し
て
、
豊
富

な
知
識
・
経
験
及
び
情
報
に
基
づ
き
、
適
切
な
判
断
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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説
明
・
調
整

所
掌
事
務
に
つ
い
て
適
切
な
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、

組
織
方
針
の
実
現
に
向
け
、
上
司
を
助
け
、
困
難
な
調

整
を
行
い
、
合
意
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
運
営

コ
ス
ト
意
識
を
持
っ
て
効
率
的
に
業
務
を
進
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

組
織
統
率
・
人
材

指
導
力
を
発
揮
し
、
適
切
に
業
務
を
配
分
し
た
上
、
進

育
成

捗
管
理
及
び
的
確
な
指
示
を
行
い
、
成
果
を
挙
げ
る
と

、

。

と
も
に

部
下
の
指
導
・
育
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

三

課
長

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
高
い
倫
理
感
を
有
し
、
課
の

課
題
に
責
任
を
持
っ
て
取
り
組
む
と
と
も
に
、
服
務
規

律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

構
想

所
掌
事
務
を
取
り
巻
く
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
県
民

の
視
点
に
立
っ
て
、
行
政
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の
方

針
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

判
断

課
の
責
任
者
と
し
て
、
適
切
な
判
断
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

説
明
・
調
整

所
掌
事
務
に
つ
い
て
適
切
な
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、

組
織
方
針
の
実
現
に
向
け
、
関
係
者
と
調
整
を
行
い
、

合
意
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
運
営

コ
ス
ト
意
識
を
持
っ
て
効
率
的
に
業
務
を
進
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
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組
織
統
率
・
人
材

適
切
に
業
務
を
配
分
し
た
上
、
進
捗
管
理
及
び
的
確
な

育
成

指
示
を
行
い
、
成
果
を
挙
げ
る
と
と
も
に
、
部
下
の
指

導
・
育
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

四

副
参
事

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
担
当
業
務
の
第
一
線
に
お
い

て
責
任
を
持
っ
て
課
題
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
服
務

規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

企
画
・
立
案
、
事

組
織
や
上
司
の
方
針
に
基
づ
い
て
、
課
長
を
助
け
、
施

務
事
業
の
実
施

策
の
企
画
・
立
案
や
事
務
事
業
の
実
施
の
実
務
の
中
核

を
担
う
こ
と
が
で
き
る
。

判
断

自
ら
処
理
す
べ
き
事
案
に
つ
い
て
、
適
切
な
判
断
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

説
明
・
調
整

担
当
す
る
事
案
に
つ
い
て
論
理
的
な
説
明
を
行
う
と
と

も
に
、
課
長
を
助
け
、
関
係
者
と
粘
り
強
く
調
整
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
遂
行

段
取
り
や
手
順
を
整
え
、
効
率
的
に
業
務
を
進
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

五

主
幹

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
責
任
を
持
っ
て
積
極
的
に
課

題
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公

正
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

企
画
・
立
案
、
事

組
織
や
上
司
の
方
針
に
基
づ
い
て
、
施
策
の
企
画
・
立

務
事
業
の
実
施

案
や
事
務
事
業
の
実
施
の
実
務
の
中
核
を
担
う
こ
と
が

で
き
る
。
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判
断

自
ら
処
理
す
べ
き
事
案
に
つ
い
て
、
適
切
な
判
断
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

説
明
・
調
整

担
当
す
る
事
案
に
つ
い
て
論
理
的
な
説
明
を
行
う
と
と

も
に
、
関
係
者
と
粘
り
強
く
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

業
務
遂
行

段
取
り
や
手
順
を
整
え
、
効
率
的
に
業
務
を
進
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

六

主
任

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
責
任
を
持
っ
て
業
務
に
取
り

組
む
と
と
も
に
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職
務

を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

課
題
対
応

担
当
業
務
に
必
要
な
専
門
的
知
識
・
技
術
を
習
得
し
、

問
題
点
を
的
確
に
把
握
し
、
課
題
に
対
応
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

協
調
性

上
司
・
部
下
等
と
協
力
的
な
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

説
明
・
調
整

担
当
す
る
事
案
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
い
説
明
を
行
う

と
と
も
に
、
粘
り
強
く
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
遂
行

計
画
的
に
業
務
を
進
め
、
担
当
業
務
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行

い
、
確
実
に
業
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

七

高
度
の

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
責
任
を
持
っ
て
業
務
に
取
り

知
識
又
は

組
む
と
と
も
に
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職
務
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経
験
を
必

を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

要
と
す
る

業
務
を
行

知
識
・
技
術

業
務
に
必
要
と
な
る
高
度
な
知
識
・
技
術
を
習
得
す
る

う
主
事

こ
と
が
で
き
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

上
司
・
同
僚
等
と
円
滑
か
つ
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン

ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
遂
行

経
験
を
生
か
し
つ
つ
、
意
欲
的
に
業
務
に
取
り
組
む
こ

と
が
で
き
る
。

八

主
事

倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
責
任
を
持
っ
て
業
務
に
取
り

組
む
と
と
も
に
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職
務

を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

知
識
・
技
術

業
務
に
必
要
な
知
識
・
技
術
を
習
得
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

上
司
・
同
僚
等
と
円
滑
か
つ
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン

ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
遂
行

意
欲
的
に
業
務
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。

（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二
の
二

標
準
的
な
職

標
準
職
務
遂
行
能
力

一

副
参
事

倫
理

学
校
給
食
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と
し
て
の
責

又
は
主
幹

任
を
自
覚
し
つ
つ
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
担
当
業

務
の
第
一
線
に
お
い
て
責
任
を
持
っ
て
課
題
に
取
り
組
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む
と
と
も
に
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職
務
を

遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

企
画
・
立
案
、
事

組
織
や
上
司
の
方
針
に
基
づ
い
て
、
学
校
給
食
に
関
す

務
事
業
の
実
施

る
業
務
の
企
画
・
立
案
や
事
務
事
業
の
実
施
の
実
務
の

中
核
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
。

判
断

自
ら
処
理
す
べ
き
事
案
に
つ
い
て
、
適
切
な
判
断
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

説
明
・
調
整

担
当
す
る
事
案
に
つ
い
て
論
理
的
な
説
明
を
行
う
と
と

も
に
、
関
係
者
と
粘
り
強
く
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

業
務
遂
行

段
取
り
や
手
順
を
整
え
、
効
率
的
に
業
務
を
進
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

二

困
難
な

倫
理

学
校
給
食
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と
し
て
の
責

業
務
を
行

任
を
自
覚
し
つ
つ
業
務
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
全
体

う
主
任

の
奉
仕
者
と
し
て
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職

務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

課
題
対
応

学
校
給
食
に
関
す
る
業
務
に
必
要
な
専
門
的
知
識
・
技

術
を
習
得
し
、
問
題
点
を
的
確
に
把
握
し
、
困
難
な
課

題
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

協
調
性

上
司
・
同
僚
等
と
協
力
的
な
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

説
明
・
調
整

担
当
す
る
困
難
な
事
案
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
い
説
明
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を
行
う
と
と
も
に

粘
り
強
く
調
整
を
行
う
こ
と
が
で

、

き
る
。

業
務
遂
行

計
画
的
に
業
務
を
進
め
、
担
当
業
務
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行

、

。

い

確
実
に
困
難
な
業
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

三

主
任

倫
理

学
校
給
食
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と
し
て
の
責

任
を
自
覚
し
つ
つ
業
務
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
全
体

の
奉
仕
者
と
し
て
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職

務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

課
題
対
応

学
校
給
食
に
関
す
る
業
務
に
必
要
な
専
門
的
知
識
・
技

術
を
習
得
し
、
問
題
点
を
的
確
に
把
握
し
、
課
題
に
対

応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

協
調
性

上
司
・
同
僚
等
と
協
力
的
な
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

説
明
・
調
整

担
当
す
る
事
案
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
い
説
明
を
行
う

と
と
も
に

粘
り
強
く
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

、

業
務
遂
行

計
画
的
に
業
務
を
進
め
、
担
当
業
務
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行

い
、
確
実
に
業
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

高
度
の

倫
理

学
校
給
食
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と
し
て
の
責

技
術
又
は

任
を
自
覚
し
つ
つ
業
務
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
全
体

経
験
を
必

の
奉
仕
者
と
し
て
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職

要
と
す
る

務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
を
行

う
技
師

知
識
・
技
術

学
校
給
食
に
関
す
る
業
務
に
必
要
と
な
る
高
度
な
知
識
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・
技
術
を
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

上
司
・
同
僚
等
と
円
滑
か
つ
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン

ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
遂
行

経
験
を
生
か
し
つ
つ
、
意
欲
的
に
業
務
に
取
り
組
む
こ

と
が
で
き
る
。

五

技
師

倫
理

学
校
給
食
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と
し
て
の
責

任
を
自
覚
し
つ
つ
業
務
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
全
体

の
奉
仕
者
と
し
て
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に
職

務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

知
識
・
技
術

学
校
給
食
に
関
す
る
業
務
に
必
要
な
知
識
・
技
術
を
習

得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

上
司
・
同
僚
等
と
円
滑
か
つ
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン

ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
遂
行

意
欲
的
に
業
務
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。

（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二
の
三

標
準
的
な
職

標
準
職
務
遂
行
能
力

一

副
参
事

倫
理

教
職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と

、

、

又
は
主
幹

し
て
の
責
任
を
自
覚
し
つ
つ

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て

担
当
業
務
の
第
一
線
に
お
い
て
責
任
を
持
っ
て
課
題
に

取
り
組
む
と
と
も
に
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
公
正
に

職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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企
画
・
立
案
、
事

組
織
や
上
司
の
方
針
に
基
づ
い
て
、
教
職
員
の
健
康
管

務
事
業
の
実
施

理
に
関
す
る
業
務
の
企
画
・
立
案
や
事
務
事
業
の
実
施

の
実
務
の
中
核
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
。

判
断

自
ら
処
理
す
べ
き
事
案
に
つ
い
て
、
適
切
な
判
断
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

説
明
・
調
整

担
当
す
る
事
案
に
つ
い
て
論
理
的
な
説
明
を
行
う
と
と

も
に
、
関
係
者
と
粘
り
強
く
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

業
務
遂
行

段
取
り
や
手
順
を
整
え
、
効
率
的
に
業
務
を
進
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

二

主
任

倫
理

教
職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と

し
て
の
責
任
を
自
覚
し
つ
つ
業
務
に
取
り
組
む
と
と
も

に

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、

、
公
正
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

課
題
対
応

教
職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
業
務
に
必
要
な
専
門
的

知
識
・
技
術
を
習
得
し
、
問
題
点
を
的
確
に
把
握
し
、

課
題
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

協
調
性

上
司
・
同
僚
等
と
協
力
的
な
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

説
明
・
調
整

担
当
す
る
事
案
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
い
説
明
を
行
う

と
と
も
に

粘
り
強
く
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

、
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業
務
遂
行

計
画
的
に
業
務
を
進
め
、
担
当
業
務
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行

い
、
確
実
に
業
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

高
度
の

倫
理

教
職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と

技
術
又
は

し
て
の
責
任
を
自
覚
し
つ
つ
業
務
に
取
り
組
む
と
と
も

経
験
を
必

に

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、

、

要
と
す
る

公
正
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
を
行

う
技
師

知
識
・
技
術

教
職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
業
務
に
必
要
と
な
る
高

度
な
知
識
・
技
術
を
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

上
司
・
同
僚
等
と
円
滑
か
つ
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン

ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
遂
行

経
験
を
生
か
し
つ
つ
、
意
欲
的
に
業
務
に
取
り
組
む
こ

と
が
で
き
る
。

四

技
術
又

倫
理

教
職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と

は
経
験
を

し
て
の
責
任
を
自
覚
し
つ
つ
業
務
に
取
り
組
む
と
と
も

必
要
と
す

に

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、

、

る
業
務
を

公
正
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

行
う
技
師

知
識
・
技
術

教
職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
業
務
に
必
要
な
知
識
・

技
術
を
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

上
司
・
同
僚
等
と
円
滑
か
つ
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン

ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
遂
行

経
験
を
生
か
し
つ
つ
、
意
欲
的
に
業
務
に
取
り
組
む
こ

と
が
で
き
る
。
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五

技
師

倫
理

教
職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と

し
て
の
責
任
を
自
覚
し
つ
つ
業
務
に
取
り
組
む
と
と
も

に
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
服
務
規
律
を
遵
守
し
、

公
正
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

知
識
・
技
術

教
職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
業
務
に
必
要
と
な
る
基

本
的
な
知
識
・
技
術
を
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

上
司
・
同
僚
等
と
円
滑
か
つ
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン

ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
遂
行

上
司
・
同
僚
等
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
意
欲
的
に
業
務

に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

昭
和
三
十
八
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
六
号
（
勤
務
評
定
書
の
様
式
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号

昭
和
三
十
八
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
七
号
（
勤
務
評
定
報
告
書
の
様
式
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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